
＜注意点＞家庭並み少量に該当しない場合は、処理業者に処理を依頼してください。

メモ用紙・包装紙・菓子箱・紙袋・ジュースのパック（内側にアルミ箔が貼られているもの）等プラスチック製容器包装・プラスチックのみでできている製品

紙製容器包装・雑がみプラスチック資源

＜市の資源収集に出す場合の注意点＞
○収集曜日や収集場所は発生する区の環境事業所にお問い合わせください。
○プラスチック資源、スプレー缶類は原則各戸収集のため、発生する区の環境事業所に申し出が必要です。
○家庭用資源指定袋で出してください。
○古紙（一部除く）は市では収集していません。収集の委託をしている許可業者または資源回収業者にお問い合わせください。


